
〇ご留意点

・ ご契約者が退職・役員昇格・死亡された場合は、速やかに「退職等に関する通知書」を当社
宛にご提出ください。（法令上は６ヵ月以内となっていますが、事務処理上速やかにお願い
します。）

・ １契約につき１枚記入ください。
・ 転職、退職等をされた日から２年以内に新勤務先等で保険料の控除が行われないとき、役員

昇格から２年を経過された場合、ご契約を継続できず解約していただくことになります。
（注）解約のお手続きをされない場合でも、退職または役員昇格後2年経過しますと解約されたものとして

   お取り扱いいたします。

太陽生命保険株式会社行

当社の従業員に次のとおり異動が生じましたので、租税特別措置法施行令の規定等により通知します。
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 退職  役員昇格   賃金国内払中止   7年経過
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理由の内容


